
【お知らせ】農地法第４条許可申請について 

 

 農地法第４条の申請にあたり、申請書（3部）に記載していただく他に、下記の書類

（原本１部、写し１部）が必要となります。 

 

 

◎申請前の確認事項 

転用の目的、規模、農地の区分等から見て、

申請しようとする転用計画は妥当なもので

あるか。 

農業委員会事務局又は農業政策課で確認願います。 

※登記事項証明書や配置図等、参考資料をご提供願

います。 

 

 

 

【許可申請書の添付書類等】※共通 

 ① 印 鑑（認印可） 

申請書を自書する場合は不要。 

※本人と確認出来る書類（運転免許証、健康保険証の写し等）を 

ご持参下さい。 

※登記事項証明書に記載されている所有者の住所と現住所 

が異なる場合には「戸籍の附票」など、本人であることが確 

認できる書類が必要となります。 

② 住民票 住所が市外の場合や住所変更を行っている場合。 

 ③ 事業計画書 様式第３５号のとおり（内容は詳細に記入願います。） 

 ④ 登記事項証明書 法務局 ３ヶ月以内のもの。 

※登記事項証明書は「全部事項証明書」に限る。インターネットから 

印刷したものを除く。  ⑤ 公図の写し 

 ⑥ 申請地の位置図 住宅地図又は１万分の１から５万分の１程度の地図。 

 ⑦ 土地利用計画図 建物・施設の配置図、平面図、立面図、設計図及び求積図等 

 ⑧ 事業の実施に必要な資力があ

ることを証する書面 

預金残高証明書や預金通帳等の写し、又は金融機関が発行し

た融資証明や融資事前審査結果など。 

⑨ 転用行為の妨げとなる者から

の同意書 

貸借契約に基づく耕作者、申請地が共有名義の場合の他の所

有者、申請地が遺産分割前の場合の他の相続人など。 

⑩ 周辺農地の営農に支障を及ぼ

さないことを証する資料 

土砂の流出又は崩壊、用排水、日照、通風等に関する被害防

除計画を示すもの。周辺農地権利者からの同意書をこれに代

えることも可能。 

⑪ 土地改良区意見書 申請地が田の場合。各土地改良区にご確認ください。 

 ⑫ 工程表 工事が1年以上又は一時転用の場合。 



 ⑬ その他参考となる資料 

他法令により許認可等を要する場合は、その状況が分かる書

類の写しを添付し、事業計画概要書の他法令関係に明記して

ください。 

例）都市計画法や文化財保護法に関すること、公共物を使 

用する場合など。 

 

◎申請の内容により、上記のほか下記のものが必要になります。 

① 申請者が法人の場合 

・印鑑（法人社判）及び法人の印鑑証明書 

・法人の登記事項証明書又は定款もしくは寄付行為の写し 

・総会、理事会等の議事録の抄本 

 ※申請地における転用事業を決定した際のもの。 

② 転用目的が太陽光発電設備の

場合 

・連携承諾書または系統連携技術の検討結果通知の写し 

・太陽光発電設備に係る設備認定通知書の写し 

 ※申請中の場合は、申込書の写しでも可。認定後、速 

やかに通知書の写しを提出してください。 

③ 転用目的が営農型太陽光発電

設備の場合 

・上記②の書類 

・営農型発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該

農地における営農への影響の見込み書 

※根拠資料として、以下の（1）～（3）のいずれかのものを添 

付願います。 

（1）下部の農地で栽培する作物の収穫量や品質に関す 

るデータ 

（2）知見を有する者の意見書等 

（3）先行して営農型太陽光発電施設に取り組んでいる者の事例 

・地域の平均的な単収に関する根拠資料。 

・設備説明資料 

※工作物の仕様・固定方法・遮光率などを明示する。 

・知見者からの同意書 

 ※転用許可後、毎年報告することになる農作物の状況について 

所見を述べることに関する同意を得ていることが分かるもの。 

・設置者と営農者との合意書等 

 ※設備設置者と営農者が異なる場合は、事業終了後に、支柱を含む 

太陽光発電設備の撤去について、設備の設置者が費用を負担とす 

ることを基本として、当該費用負担について合意がなされている 

ことが分かるもの。 

 

 

 



＝ 申請から許可までの流れ ＝ 

 

＝ その他注意事項 ＝ 

○ 事前相談 許可基準が定められております。申請書を作成する前に、転用の目的、規模、理由、

時期などの計画を具体的に整理して農業委員会にご相談ください。場合によって

は、転用可能か否か宮城県と協議をしますので、回答まで日数を要する場合があり

ます。 

 ○ 申請期日 毎月10日（休日の場合はその翌日）まで申請を受け付けたものは、当月の農業委

員会総会審議となります。 

 ○ 本人記載 申請書の記載は本人の自書に限ります。 

※本人が記載できない特別な事情がある場合は、ご相談ください。 

 ○ 委任状 代理申請及び申請書の記載事項を了解した旨が確認出来るもの。 

代理人（行政書士等）が申請する場合は、委任状と代理人及び委任者の本人確認が

できるものを持参して下さい。 

※行政書士でない者が、官公署の窓口に提出する申請書等を、他者の依頼を受け業 

として報酬を得て作成することは、法律違反になることがあります。 

 ○ 現地調査 当月の農業委員会総会の日以前（毎月2０日頃）及び次月初め頃に現地調査があり

ます。立会いは不要ですが、境界が確認できるよう杭、竹等で表示してください。 

 ○ 決済金 申請農用地を管轄する土地改良区へお尋ねください。 

 ○ 許 可 通常は農業委員会総会で審議した翌月の中旬頃に、受領していただきます。（後日

交付日をお知らせいたします。） 

 ○ 登 記 事業完了後は速やかに地目変更登記をしてください。 

※地目変更登記は、工事等が完了後に行うことができます。 

 ○ 贈与税 申請地が生前一括贈与を受けた特例農地の場合、許可後２ヶ月以内に税務署へ届出

が必要です。（猶予されている贈与税を納付する場合があります。） 

 ○ 農業者年金 

受給者 

現在、農業者年金を受給している方、近々受給予定の方については別途相談願いま

す。 

 

農業委員会 

で書類審議 

(当月の月末) 

県で書類審査 

許可書の交付 

(翌月２０日頃) 

申請書の提出 

(毎月１０日 

 締切り) 

申請から許可まで４０日 

※申請内容や審査等の状況により前後す

る場合があります。 

現地確認等 県へ書類を進達 


